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市
か
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知
ら
せ

子
育
て

文
化

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
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市
か
ら
の
お
知
ら
せ

子
育
て

文
化

健
康
・
福
祉

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

建
築
物
や
塀
の
倒
壊
か
ら
地

域
を
守
り
ま
し
ょ
う

　
近
年
発
生
し
た
大
規
模
な
地
震
に
お
い

て
、
昭
和
56
年
以
前
の
旧
建
築
基
準
法
で

建
て
ら
れ
た
木
造
住
宅
な
ど
の
建
築
物
に

大
き
な
被
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
建
築

物
の
倒
壊
は
人
的
被
害
に
つ
な
が
る
ほ

か
、
火
災
の
発
生
や
救
助
活
動
の
妨
げ
に

な
る
な
ど
被
害
を
拡
大
さ
せ
る
要
因
の
一

つ
と
な
り
ま
す
。

　
市
は
、
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
た
め
耐
震
診
断
費
用
や
耐
震
改
修
工

事
費
な
ど
を
補
助
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く

は
都
市
整
備
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

○
木
造
住
宅
耐
震
診
断（
現
況
診
断
・
補

強
計
画
）の
補
助

○
戸
建
て
住
宅
の
耐
震
診
断
の
補
助

○
そ
の
他
建
築
物
の
耐
震
診
断
の
補
助

○
木
造
住
宅
の
耐
震
改
修
工
事
費
の
補
助

ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
安
全
点
検

　
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
維
持
管
理
や
安
全

確
保
は
所
有
者
・
管
理
者
の
責
任
で
す
。

　
築
造
さ
れ
た
時
期
に
よ
っ
て
は
現
在
の

基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
可
能
性
が
あ

り
、
ま
た
、
基
準
に
合
っ
て
い
た
と
し
て

も
年
数
と
と
も
に
老
朽
化
し
、
ひ
び
割
れ

や
欠
け
、
鉄
筋
の
さ
び
、
塀
の
傾
き
な
ど

が
発
生
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
塀
の
所
有
者
・
管
理
者
は
日
頃
か
ら
異

常
が
な
い
か
点
検
し
、
不
明
な
点
が
あ
る

場
合
や
危
険
と
思
わ
れ
る
と
き
は
専
門
家

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
都
市
整
備
課
☎（
21
）０
２
４
８

上水道・簡易水道、下水道・農業集落排水など
給水料金・使用料を改定

問上下水道課 上水道業務係☎（21）０２４２
下水道業務係☎（21）０２４４

　消費税率の引き上げに伴い、10 月１日から上水道・簡易水道料金、下水道・農業集落排水使用料などを改定しました。
上水道区域

口径 区分 改定前 改定後
13mm 基本料金 基本水量 10㎥まで 1,540 円 1,570 円
20mm 1,740 円 1,780 円
全口径 超過料金（１㎥につき） 基本水量を超えるもの 154円 157 円

簡易水道区域
口径 区分 改定前 改定後
13mm 基本料金 基本水量 10㎥まで 2,050 円 2,090 円
20mm 2,360 円 2,400 円
全口径 超過料金（１㎥につき） 基本水量を超えるもの 205円 209 円

下水道使用料・農業集落排水使用料
口径 区分 改定前 改定後

一般汚水 基本料金 基本水量８㎥まで 1,047 円 1,067 円
超過料金（１㎥につき） ８㎥を超えるもの 172円 176 円

　９月以前から継続して使用している人は 11 月検針分（12 月請求分）から、10 月以降に使用を開始した人は
10 月検針分（11 月請求分）から、新料金が適用されます。
※上記以外の口径についてはお問い合わせください。
※基本料金と超過料金の合計額に 10 円未満の端数があるときは切り捨てます。
市設置型浄化槽使用料

区分 改定前 改定後
基本額（１カ月当たり） 2,670 円 2,710 円

加算額 清掃加算
５人槽 20,780 円 21,160 円
７人槽 24,480 円 24,930 円
10 人槽 28,900 円 29,440 円

修繕加算 変更なし

※加算額は 11 月請求分から改定後の金額が適用されます。

　

り
災
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
人
が
、

住
宅
の
建
設
、
購
入
、
補
修
の
た
め
の
融

資
を
被
災
日
か
ら
起
算
し
て
２
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
に
金
融
機
関
な
ど
か
ら
受
け

た
場
合
、
市
が
利
子
補
給
を
行
う
制
度
が

あ
り
ま
す
。
利
子
補
給
期
間
は
10
年
間

で
、
融
資
対
象
額
と
利
子
補
給
率
に
は
限

度
が
あ
り
ま
す
。
申
請
方
法
な
ど
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ

く
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
住
も
う
よ
高
梁
推
進
課
☎（
21
）０
２
８
２

　
平
成
30
年
7
月
豪
雨
災
害
の
説
明
会
を

６
月
か
ら
８
月
に
か
け
て
市
内
10
会
場
で

開
催
し
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
貴
重
な
意

見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
引
き
続
き
市
民

の
生
活
再
建
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　
皆
さ
ん
か
ら
の
意
見
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
防
災
復
興
推
進
課

☎（
21
）０
２
４
６

災
害
復
興
住
宅
建
設
資
金
等
の
利
子
補
給

地
域
別
災
害
説
明
会

市ホームページ

復
興
に
向
け
て

～
平
成
30
年
７
月
豪
雨
～  

第
13
回

市ホームページ

ね
ん
き
ん
月
間

　

毎
年
11
月
は
「
ね
ん
き
ん
月
間
」。
ま

た
、
11
月
30
日
は
自
分
の
年
金
記
録
や
公

的
年
金
受
給
見
込
み
額
を
確
認
し
、
老
後

の
生
活
設
計
に
つ
い
て
考
え
る
「
年
金
の

日
」
で
す
。

　
高
梁
年
金
事
務
所
で
は
、
年
金
相
談
の

時
間
延
長
や
週
末
相
談
を
実
施
し
て
い 

ま
す
。

時
間
延
長　
月
曜
日（
月
曜
日
が
祝
休
日

の
場
合
は
週
初
め
の
開
所
日
）午
後
5
時

15
分
～
午
後
7
時（
通
常
の
開
業
時
間
は

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
）

週
末
相
談　
第
2
土
曜
日
午
前
9
時
30
分

～
午
後
4
時（
利
用
前
に
電
話
予
約
を
お

願
い
し
ま
す
）

問
日
本
年
金
機
構
高
梁
年
金

事
務
所
☎（
21
）０
５
７
０

　
６
月
か
ら
整
備
を
進
め
て
い
た
河
川
監

視
カ
メ
ラ
の
設
置
を
完
了
し
ま
し
た
。
現

在
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
市
内
８
カ
所
の

河
川
監
視
カ
メ
ラ
が
撮
影
す
る
画
像
を
常

時
公
開
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
吉
備
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ（
11

チ
ャ
ン
ネ
ル
）で
の
放
送
が
開
始
さ
れ
ま

し
た
。
大
雨
・
洪
水
警
報
の
発
令
時
な
ど

災
害
発
生
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
、
通
常

の
放
送
か
ら
切
り
替
わ
っ
て
河
川
監
視
カ

メ
ラ
の
映
像
や
河
川
水
位
の
情
報
が
放
送

さ
れ
ま
す
。

問
防
災
復
興
推
進
課

☎（
21
）０
２
４
６

河
川
監
視
カ
メ
ラ

ド（
持
っ
て
い
な
い
人
は
本
人
確
認

書
類
）を
持
っ
て
市
民
課
、
ま
た
は

各
地
域
局
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
住
民
票
に
旧
姓
を
併
記
す
る
こ
と

で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
旧
姓

が
併
記
さ
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
市
民
課
☎（
21
）０
２
５
２

11
月
５
日（
火
）か
ら 

住
民
票
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

に
旧
姓
併
記
が
可
能
に
な
り
ま
す

旧
姓
を
併
記
し
て
お
く
と

①
各
種
契
約
や
銀
行
口
座
の
名
義
な

ど
旧
姓
が
使
わ
れ
る
場
面
で
証
明
に

使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
就
職
や
転
職
な
ど
の
仕
事
の
場
面

で
、
旧
姓
に
よ
る
本
人
確
認
が
で
き

ま
す
。

申
請
方
法

　
旧
姓
が
記
載
さ
れ
た
戸
籍
謄
本
な

ど
を
用
意
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
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